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第84回　定時株主総会

招集ご通知
●開催日時
　2019年９月27日（金曜日）午前10時
●開催場所
　東京都渋谷区代々木三丁目25番３号
　あいおいニッセイ同和損保新宿ビル　地下１階ホール
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証券コード　7500
2019年９月６日

株 主 各 位
東京都渋谷区代々木三丁目22番７号
西 川 計 測 株 式 会 社
取 締 役 社 長 田 中 勝 彦

第84回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第84回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行
使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年９月26日（木曜日）
午後５時までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬　具

記
⒈ 日 時 2019年９月27日（金曜日）午前10時

（受付開始時間：午前９時）
⒉ 場 所 東京都渋谷区代々木三丁目25番３号

あいおいニッセイ同和損保新宿ビル　地下１階ホール
⒊ 目 的 事 項

報 告 事 項 第84期（自2018年７月１日　至2019年６月30日）
事業報告および計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案
第３号議案
第４号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
監査等委員である取締役３名選任の件
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以　上

⒈　株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類に修正が生じた場合は、インター
ネット上の当社ウェブサイト（http://www.nskw.co.jp/）において、修正後の
事項を掲載させていただきます。

⒉　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く
ださいますようお願い申しあげます。

－ 1 －

株主各位
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（添付書類）
事　　業　　報　　告

(自　2018年 7 月 1 日
至　2019年 6 月30日)

⒈　会社の現況に関する事項
⑴　事業の経過および成果

　当事業年度におけるわが国経済は、米中貿易摩擦、英国のＥＵ離脱問題、地政
学リスクの高まりなどにより、先行きの不透明感が増加したものの、技術革新を
踏まえた成長分野への投資、人手不足に伴う省力化投資の需要は底堅く、全体で
は緩やかな成長となりました。
　このような状況のもとで当社は、中期経営計画“ＣＤ２０１９”の、基本戦略で
ある「基幹ビジネスの拡大」「Ｒ＆Ｄビジネスの強化」「独自のソリューション
展開」を推進し、収益の向上を図ってまいりました。
　その結果、当事業年度はライフライン（電気・ガス・水道）関連が堅調に推移
したことに加え、石油化学・半導体・通信・自動車関連が好調となり、「受注高」
は332億１百万円（前期比12億70百万円増）、「売上高」は、331億28百万円
（前期比58億65百万円増）となりました。利益面は、増収に伴う利益の増加に
より「営業利益」は23億46百万円（前期比９億61百万円増）、「経常利益」は
24億23百万円（前期比９億87百万円増）、「当期純利益」は17億78百万円（前
期比８億５百万円増）となりました。

　部門別の概況は次のとおりであります。

制御・情報機器システム（PA、FA）部門
　当部門につきましては、水道やエネルギーなどの国内ライフラインが堅調に推
移した他、石油・化学プラントの大型定期修繕、半導体メーカーの設備投資等に
より、受注高は173億59百万円（前期比28百万円増）、売上高は180億64百万
円（前期比37億60百万円増）となりました。

計測器（測定器、計測システム）部門
　当部門につきましては、大手通信キャリア向けに通信機器が伸長し、受注高は
46億33百万円（前期比７億80百万円増）、売上高は43億13百万円（前期比３
億26百万円増）となりました。

－ 2 －

事業の経過および成果
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分析機器（ラボ分析計）部門
　当部門につきましては、食品・薬品、半導体向けが堅調に推移し、受注高は72
億84百万円（前期比55百万円減）、売上高は76億12百万円（前期比８億53百
万円増）となりました。

産業機器・その他部門
　当部門につきましては、自動車向けの研究開発試験装置などが好調となり、受
注高は39億23百万円（前期比５億16百万円増）、売上高は31億38百万円（前
期比９億24百万円増）となりました。

⑵　設備投資および資金調達の状況
　当事業年度における設備投資の総額は、１億22百万円でした。その主なもの
は、九州支社の施設工事43百万円、分析ラボラトリーの分析機器11百万円、業
務システムの改良11百万円などで、その資金は全て自己資金で賄いました。

⑶　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　該当ございません。

⑷　事業の譲受けの状況
　該当ございません。

⑸　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状
況

　該当ございません。

⑹　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　該当ございません。

－ 3 －

事業の経過および成果、設備投資および資金調達の状況、事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況、事業
の譲受けの状況、吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況、他の会社
の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
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⑺　対処すべき課題
　　　現在、当社を取り巻く事業環境においては、エネルギーの自由化、ＡＩやＩｏ

Ｔ技術の革新、通信の高速化等、大きく変化しており、顧客ニーズの多様化・高
度化が進んでおります。

　　　このような状況の中、当社は、今後の事業展開において業容を拡大し、経営基
盤を安定させるためには、「収益基盤の強化」と「コーポレートガバナンスの充
実」が課題であると考えております。

　　　「収益基盤の強化」につきましては、中期経営計画“ＣＤ２０１９”のテーマで
ある「基幹ビジネスの拡大」「Ｒ＆Ｄビジネスの強化」「独自のソリューション
展開」を推進するとともに、エンジニアリング力の向上、安全と品質の追求、社
員教育への投資等によりエンジニアリング商社としての付加価値を上げ、収益の
向上に努めてまいります。

　　　「コーポレートガバナンスの充実」につきましては、経営環境の変化に対応で
きる体制を構築すべく、意思決定の迅速化、業務執行の妥当性・透明性に向けた
経営と監督の分離、内部統制の一層の整備とコンプライアンス体制の強化、そし
て株主・投資家を重視した適切で公正な情報提供に継続的に取り組んでまいりま
す。

⑻　財産および損益の状況

区 分 2015年度
（第 81 期）

2016年度
（第 82 期）

2017年度
（第 83 期）

2018年度(当期)
（第 84 期）

受 注 高(千円) 27,889,351 29,209,596 31,931,085 33,201,164

売 上 高(千円) 26,232,349 28,661,407 27,263,718 33,128,779

経 常 利 益(千円) 1,382,379 1,503,962 1,435,717 2,423,291

当 期 純 利 益(千円) 876,712 1,026,758 972,484 1,778,390

１株当たり当期純利益 256円07銭 299円90銭 286円97銭 528円57銭

純 資 産(千円) 7,267,223 8,585,157 9,385,698 10,781,087

総 資 産(千円) 17,762,762 19,588,723 21,101,832 22,971,230

⑼　重要な親会社および子会社の状況
　該当ございません。

－ 4 －

対処すべき課題、財産および損益の状況、重要な親会社および子会社の状況
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⑽　主要な事業内容（2019年６月30日現在）
　当社は、横河電機株式会社、横河ソリューションサービス株式会社およびアジレ
ント・テクノロジー株式会社の代理店であり、技術商社として、制御情報機器、計
測器、分析機器等の販売とそれに伴うエンジニアリング、ソフトウェア開発、計装
工事、保守サービスを行っております。

⑾　使用人の状況（2019年６月30日現在）

区 分 使 用 人 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

男 性 313名 14名増 42.2歳 16.8年

女 性 87名 4名増 41.3歳 15.6年

合 計
ま た は 平 均 400名 18名増 42.0歳 16.5年

⑿　主要な営業所（2019年６月30日現在）
本社　　　東京都渋谷区代々木三丁目22番７号
支社　　　関西支社（神戸市）

九州支社（大分市）

     営業所 鶴 岡 営 業 所
宇 都 宮 営 業 所

（ 鶴 岡 市 ）
（ 宇 都 宮 市 ）

福 島 営 業 所
埼 玉 営 業 所

（ い わ き 市 ）
（さいたま市）

千 葉 営 業 所（ 千 葉 市 ） 多 摩 営 業 所（ 八 王 子 市 ）
横 浜 営 業 所（ 横 浜 市 ） 海 老 名 営 業 所（ 海 老 名 市 ）
大 阪 営 業 所（ 大 阪 市 ） 熊 本 営 業 所（ 熊 本 市 ）
大 牟 田 営 業 所（ 大 牟 田 市 ） 沖 縄 営 業 所（ 那 覇 市 ）

⒀　主要な借入先（2019年６月30日現在）
　該当ございません。

⒁　その他会社の現況に関する重要な事項
　該当ございません。

－ 5 －

主要な事業内容、使用人の状況、主要な営業所、主要な借入先、その他会社の現況に関する重要な事項
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⒉　会社の株式に関する事項（2019年６月30日現在）
⑴　発行可能株式総数 10,000,000株
⑵　発行済株式の総数 3,432,475株
⑶　株主数 902名
⑷　大株主（上位10名）

株　主　名 持　株　数 持　株　比　率

横 河 電 機 株 式 会 社 442,400株 13.14％

株 式 会 社 ブ ロ ー ド ピ ー ク 406,200株 12.07％

西 川 　 徹 240,800株 7.15％

西 川 計 測 社 員 持 株 会 231,300株 6.87％

西 川 隆 司 198,300株 5.89％

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 120,000株 3.56％

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 80,000株 2.37％

重 田 康 光 77,000株 2.28％

下 中 佳 生 63,000株 1.87％

株 式 会 社 光 通 信 61,600株 1.83％

　(注)　当社は、自己株式67,942株を保有しておりますが、上記には含めておりませ
ん。

　　　　また、持株比率は、当該自己株式を控除して計算しております。

⑸　その他株式に関する重要な事項
　該当ございません。

⒊　会社の新株予約権等に関する事項
　該当ございません。

－ 6 －

会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項
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⒋　会社役員に関する事項
(1)　取締役の氏名等（2019年６月30日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 西 川 　 徹
代 表 取 締 役 社 長 田 中 勝 彦
常 務 取 締 役 砂 子 　 司 営業統括本部長
取 締 役 小 林 俊 弥 コーポレート本部長
取 締 役 八 木 孝 憲 営業統括本部副本部長
取 締 役 須 田 　 真 公共営業本部長兼営業統括本部室長
取 締 役
（ 常 勤 監 査 等 委 員 ）

石 川 博 史

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

野 田 謙 二
野田総合法律事務所パートナー弁護
士

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

宇佐美　　　豊
公認会計士、税理士
東芝機械株式会社　社外取締役（監査
等委員）

(注) 1.　野田謙二氏および宇佐美豊氏は、社外取締役であります。
2.　当社は、社外取締役である野田謙二氏および宇佐美豊氏を独立役員として、

東京証券取引所に届け出ております。
3.　取締役（監査等委員）宇佐美豊氏は、公認会計士および税理士の資格を有し

ており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
4.　監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除

く）からの情報収集および重要な社内会議における情報共有並びに内部監査
部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、石川博史氏を常勤監査
等委員として選定しております。

－ 7 －

会社役員に関する事項
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　(2)　取締役の報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額

取 締 役
(監査等委員を除く) ７名 299,996千円

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）
(うち社外取締役)

３名
（２名）

23,100千円
（9,300千円）

合 計
(うち社外取締役)

10名
（２名）

323,096千円
（9,300千円）

(注) 1.　上記の報酬等の総額には当事業年度中に計上した役員賞与（取締役174,446
千円）を含んでおります。

2.　当事業年度末の監査等委員を除く取締役の員数は６名、監査等委員である取
締役の員数は３名であります。

3.　監査等委員を除く取締役の報酬限度額は、2015年９月29日開催の第80回
定時株主総会において年額300百万円以内（ただし使用人分給与を含まな
い）と決議いただいております。

4.　監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年９月29日開催の第80回
定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。

－ 8 －

会社役員に関する事項
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　(3)　社外役員に関する事項
①　重要な兼職先である法人等と当社との関係

イ．取締役　野田謙二氏は、当社の顧問弁護士事務所である野田総合法律事務
所のパートナー弁護士であります。

ロ．取締役　宇佐美豊氏は、東芝機械株式会社の社外取締役（監査等委員）で
あります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況
区　　　分 氏　　名 出席状況 発　言　状　況

社外取締役
（監査等委員）

野田　謙二

取締役会
11回/12回

監査等委員会
11回/12回

取締役会においては、主に弁
護士としての専門的見地か
ら、必要に応じ、当社の経営
上有用な指摘、意見を述べて
おります。
監査等委員会においては、監
査結果についての意見交換、
監査に対する重要事項の協議
等を行っております。

宇佐美　豊

取締役会
10回/12回

監査等委員会
10回/12回

取締役会においては、主に公
認会計士として培ってきた豊
富な経験・見地から、適宜発
言を行っております。
監査等委員会においては、監
査結果についての意見交換、
監査に対する重要事項の協議
等を行っております。

　(4)　責任限定契約の内容の概要
　当社は、社外取締役である野田謙二氏、宇佐美豊氏の両氏と、会社法第427
条第１項および当社定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責
任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、法令が定める額を限度額として責任を負担するものとして
おります。

－ 9 －

会社役員に関する事項
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⒌　会計監査人の状況
  (1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

  (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 25,800千円
②当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 25,800千円

(注)　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金
融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、
実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての
報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

  (3) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
　当社監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署お
よび会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で会計監査人の監査項
目別監査時間および監査報酬の推移並びに過年度の監査計画の実績の状況を把握
し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討し、審議した結
果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額につい
て会社法第399条第１項の同意を行っております。

  (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断し
た場合は、監査等委員会の決定により、会計監査人の解任または不再任を株主総
会の会議の目的とすることといたします。
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当
すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任い
たします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集
される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた
します。

－ 10 －
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⒍　会社の体制および方針
  (1)　業務の適正を確保する体制

①　取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保する
ための体制

イ．行動規範を制定し、法令遵守および経営倫理尊重を企業活動の前提とする
ことを徹底する。

ロ．コンプライアンス全体を統括する組織として、管理部門担当取締役を責任
者とする「リスク管理コンプライアンス委員会」を設置する。市民社会の秩
序や安全を脅かす反社会的勢力には、当体制において毅然とした態度で対応
する。

ハ．法令違反を未然に防ぐため「内部通報制度」を整備し全社員への周知を図
る。通報を受けた「スピークアップ委員会」および弁護士事務所は通報内容
を守秘し、通報者に対して不利益な取扱いを行わないものとする。

ニ．業務部門から独立した内部監査部門を設置し、全部門の業務プロセスを監
視して不正の発見・防止とプロセスの改善に努める。

ホ．財務報告の信頼性を確保するために「財務報告に係る内部統制の基本方
針」を定め、その実現に向けて「内部統制委員会」を設置する。

　　②　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　文書管理規程に基づき、次の文書（電磁的記録を含む。）について関連資料
とともに定められた期間保管する。取締役は、常時これらの文書等を閲覧でき
るものとする。

取締役会議事録　株主総会議事録　重要な会計諸帳簿　重要な起案書

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．リスク管理を推進する組織として、管理部門担当取締役を責任者とする「リ

スク管理コンプライアンス委員会」を設置する。
ロ．業務プロセスに関する統制は、主として業務管理部門・経理部門が担い、

社内規程に適合した業務処理を指導する。
ハ．情報システム部門は「情報セキュリティ基本方針」を策定し、各部門の情

報管理の徹底を図る。
ニ．大規模な事故、災害等が発生した場合は、社長を本部長とする危機対策本

部を設置するなど危機対応のためのマニュアルを整備する。
ホ．職場や工事現場の安全・衛生管理は「安全衛生管理規程」に則り、推進組

織として「安全衛生委員会」が監督・指導を行い労働安全の確保を図る。

－ 11 －

会社の体制および方針



2019/08/28 14:17:06 / 19546923_西川計測株式会社_招集通知（Ｆ）

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．定例取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に取締役会

を開催し、取締役の職務執行の監督、経営の基本方針、重要事項の決定を行
う。

ロ．取締役会を補完し、取締役の業務執行が機動的に行われるよう、執行役員
を含む「経営マネジメント会議」を毎月１回開催し、事業環境の変化に即応
する体制をとる。

ハ．職務執行については、中長期経営計画に基づき、各年度計画を立案し、各
部門計画に連鎖させる。取締役（監査等委員である取締役を除く。）は各部
門における部門計画の執行状況について「経営予算会議」（月例）および役
員によるヒアリング（適時）において指導、監督する。

　　⑤　企業集団における業務の適正を確保するための体制
　　　　当社は、企業集団が存在しないので該当事項はありません。

　　⑥　監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
イ．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、

必要に応じて監査等委員会の業務補助のための監査スタッフを置く。
ロ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保するため、

監査スタッフの人事については、取締役は監査等委員会の意見を尊重する。
ハ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、監査等委員会の職務を補

助すべき使用人の配置について、監査等委員会と業務執行側からの指揮命令
が相反しないように配慮する。両者の指揮命令が相反する場合、補助使用人
は監査等委員会からの指揮命令を優先する。

⑦　監査等委員会への報告体制
イ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人は、法令に違反

する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、
直ちに監査等委員会に報告する。

ロ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人は、監査等委員
会から職務執行に関する事項の報告を求められた場合には速やかに報告を行
う。

ハ．監査等委員会に報告をした者は、当該報告を行ったことを理由として解雇
その他のいかなる不利益な取扱いも受けないものとする。

ニ．監査等委員は、経営マネジメント会議、経営予算会議をはじめとする重要
会議への出席、起案書等重要な文書の閲覧および監査等委員会として事業所
への定期的な往査を通じ、経営全般の監査を行い透明性、客観性の確保に努
める。なお、当該監査等委員は、会計監査人から会計監査結果について説明
を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図る。

－ 12 －
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　　⑧　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．監査等委員会は、代表取締役社長および取締役（監査等委員である取締役

を除く。）と定期的に会合を持ち、経営方針の確認や監査上の重要事項につ
いて意見交換を行う。

ロ．監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、会計監査が実効的に
行われているか意見交換を行う。

ハ．当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは
支出をした費用等の償還の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行
に必要でないと認められた場合を除き、当該費用または債務を処理するもの
とする。

  (2)　業務の適正を確保する体制の運用状況
　①　取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保する

　　ための体制
イ．リスク管理コンプライアンス委員会を毎月開催し、法令遵守ならびに法改

正に対する対応状況、および反社会的勢力との取引遮断などの実施状況を確
認し、コンプライアンスの徹底を図っております。

ロ．内部統制委員会を毎月開催し、定期的な「財務報告に係る内部統制の基本
方針」の見直しや、内部統制システムの運用上新たに見出された問題点等に
ついて適切な是正改善と、必要に応じて再発防止への取り組みを実施してお
ります。

　②　損失の危険の管理に対する体制
イ．リスク管理コンプライアンス委員会において経営に重大な影響を及ぼすリ

スクの抽出と対応状況の進捗を確認しております。
ロ．安全衛生委員会を毎月開催し、職場における安全衛生の推進ならびに安全

管理者による工事現場パトロールを定期的に実施し、現場作業の安全意識向
上を図っております。

　③　監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　　　監査等委員会と内部監査部門は、四半期毎に会計監査人から会計監査結果に

ついて説明を受けるとともに情報交換ならびに連携の強化を図っております。

  (3)　会社の支配に関する基本方針
　特記すべき事項はありません。

－ 13 －
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貸　借　対　照　表
（2019年６月30日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置
工 具 器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権
リ ー ス 資 産

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
役 員 保 険 積 立 金
繰 延 税 金 資 産
破 産 更 生 債 権 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

19,416,504
8,460,069

650,282
1,594,922
6,517,252
1,783,391

372,211
37,126
1,247

3,554,726
266,341
194,508

11
0

35,341
6,172

30,307
84,865
77,955
5,094
1,815

3,203,519
2,575,720

308,924
58,197

841
260,636

△801

流 動 負 債 12,069,874
電 子 記 録 債 務 3,716,007
買 掛 金 4,830,844
リ ー ス 債 務 12,111
未 払 金 391,492
未 払 費 用 215,845
未 払 法 人 税 等 514,804
前 受 金 1,984,536
預 り 金 341,573
工 事 損 失 引 当 金 4,410
そ の 他 58,249

固 定 負 債 120,268
リ ー ス 債 務 20,792
長 期 未 払 金 61,589
退 職 給 付 引 当 金 37,886
負 債 合 計 12,190,143

純 資 産 の 部
株 主 資 本 9,612,569

資 本 金 569,375
資 本 剰 余 金 815,226

資 本 準 備 金 814,474
そ の 他 資 本 剰 余 金 751

利 益 剰 余 金 8,387,050
利 益 準 備 金 125,475
そ の 他 利 益 剰 余 金 8,261,575

別 途 積 立 金 709,000
繰 越 利 益 剰 余 金 7,552,575

自 己 株 式 △159,081
評 価 ・換 算 差 額 等 1,168,517

その他有価証券評価差額金 1,168,517
純 資 産 合 計 10,781,087

資 産 合 計 22,971,230 負債及び純資産合計 22,971,230

－ 14 －
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損　益　計　算　書

(自　2018年 7 月 1 日
至　2019年 6 月30日)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 33,128,779
売 上 原 価 26,138,815
売 上 総 利 益 6,989,963
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,643,259
営 業 利 益 2,346,704
営 業 外 収 益

受 取 利 息 226
受 取 配 当 金 42,320
保 険 解 約 返 戻 金 19,235
固 定 資 産 売 却 益 8,901
そ の 他 7,620 78,303

営 業 外 費 用
売 上 割 引 320
そ の 他 1,395 1,716

経 常 利 益 2,423,291
税 引 前 当 期 純 利 益 2,423,291

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 694,740
法 人 税 等 調 整 額 △49,839 644,900

当 期 純 利 益 1,778,390
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株主資本等変動計算書

(自　2018年 7 月 1 日
至　2019年 6 月30日)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途 積

立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 569,375 814,474 751 815,226 125,475 709,000 6,043,349 6,877,824

当 期 変 動 額

剰 余金 の配 当 △269,165 △269,165

当 期 純 利 益 1,778,390 1,778,390

自己株式の取得
株主 資 本以外
の項 目 の当期
変動額(純額)

当期変動額合計 － － － － － － 1,509,225 1,509,225

当 期 末 残 高 569,375 814,474 751 815,226 125,475 709,000 7,552,575 8,387,050

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株主資本合計
そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △158,943 8,103,482 1,282,334 △118 1,282,216 9,385,698

当 期 変 動 額

剰余金 の 配当 △269,165 △269,165

当 期 純 利 益 1,778,390 1,778,390

自己株式の取得 △138 △138 △138
株主 資 本以外
の項 目 の当期
変動額(純額)

△113,817 118 △113,699 △113,699

当期変動額合計 △138 1,509,087 △113,817 118 △113,699 1,395,388

当 期 末 残 高 △159,081 9,612,569 1,168,517 － 1,168,517 10,781,087

－ 16 －
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個別注記表

重要な会計方針
⒈　資産の評価基準および評価方法

⑴　有価証券の評価基準および評価方法
その他有価証券

時価のあるもの……………期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの……………移動平均法による原価法
⑵　たな卸資産の評価基準および評価方法

得意先の仕様に
基づく発注商品………………個別法による原価法(収益性の低下による簿価

切下げの方法)
常備保管商品…………………移動平均法による原価法(収益性の低下による

簿価切下げの方法)
その他保守用品………………最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下

げの方法)

⒉　固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産…………………定率法

 

(リース資産を除く)　　　　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物
および2016年４月１日以降に取得した建物附
属設備・構築物については、定額法によってお
ります。
なお、主な耐用年数は以下の通りです。
建物・構築物 5～50年
機械装置・工具器具備品 3～15年

⑵　無形固定資産…………………定額法
(リース資産を除く)　　　　なお、主な耐用年数は以下の通りです。

ソフトウェア(自社利用分) ５年
⑶　リース資産……………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産について、リース期間を耐用年数と
し、残存価額を零とする定額法によっておりま
す。
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⒊　引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

    ⑵  工事損失引当金
　受注工事の損失に備えるため、当該事業年度末における手持ち工事のうち、
損失の発生が見込まれ、かつ金額を合理的に見積ることのできる工事につい
て損失見積額を計上しております。

　  ⑶　退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見
込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の処理方法
　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（10年）により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年
度から費用処理することとしております。

⒋　完成工事高および完成工事原価の計上基準
　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事について
は工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事について
は工事完成基準を適用しております。

⒌　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
⑴　重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法
　振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理によってお
ります。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段………為替予約
ヘッジ対象………外貨建金銭債務(予定取引を含む)

③　ヘッジ方針
　為替変動リスクを回避する目的で行っております。
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④　ヘッジ有効性評価の方法
　ヘッジ手段とヘッジ対象に関する条件が完全に同一であるため、有効性の
評価は省略しております。

⑵　消費税および地方消費税の会計処理
　税抜方式にて処理しております。

会計方針の変更
　該当事項はありません。

表示方法の変更
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正等の適用
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30
年２月16日）等を当事業年度から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資
産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

貸借対照表の注記
⒈　金額は千円未満の端数を切り捨てております。
⒉　有形固定資産の減価償却累計額　596,215千円
⒊　担保に供している資産

　投資有価証券のうち、149,398千円を仕入債務3,003,017千円の担保に供して
おります。

⒋　保証債務
　当社従業員向住宅資金銀行貸付保証制度による金融機関からの貸付に対する保
証債務は、20,175千円であります。

⒌　期末満期手形および電子記録債権
　期末日満期手形および電子記録債権の会計処理については、手形交換日または
決済日をもって決済処理しております。なお、事業年度末日が金融機関の休日で
あったため、次の期末日満期手形および電子記録債権が、事業年度末残高に含ま
れております。
　受取手形　　　30,651千円
　電子記録債権　19,094千円

損益計算書の注記
　　金額は千円未満の端数を切り捨てております。
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株主資本等変動計算書の注記
⒈　金額は千円未満の端数を切り捨てております。
⒉　当事業年度の末日における発行済株式の総数 普通株式 3,432,475株
⒊　当事業年度の末日における自己株式の数 普通株式 67,942株
⒋　当事業年度に行った剰余金の配当に関する事項

決　　議 株式の種類 配当金総額 １株当たり
配　当　額 基準日 効力発生日

2018年９月27日
定時株主総会 普通株式 269,165千円 80.00円 2018年

６月30日
2018年

９月28日

⒌　当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議予定 株式の
種　類

配当の
原　資

配当金
総　額

１株当たり
配　当　額 基準日 効　力

発生日

2019年９月27日
定時株主総会

普通
株式 利益剰余金 504,679千円 150.00円 2019年

６月30日
2019年

９月30日

税効果会計の注記
⒈　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因の内訳

繰延税金資産
未払事業税 36,412千円
未払金 54,881千円
工事損失引当金 1,345千円
投資有価証券 145,981千円
退職給付引当金 11,563千円
退職給付信託 244,160千円
貸倒引当金 244千円
長期未払金 18,796千円
資産除去債務 10,358千円
その他 15,147千円

繰延税金資産小計 538,892千円
評価性引当額 177,012千円

繰延税金資産合計 361,880千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 303,682千円
繰延税金資産の純額 58,197千円
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⒉　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった
主な項目別内訳
法定実効税率 30.52％
(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.24％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.11％
住民税均等割等 0.74％
賃上げ・生産性向上のための税制による控除 △4.60％
その他 △0.18％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.61％

金融商品の注記
⒈　金融商品の状況に関する事項

　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については現
状は外部からの借入れを行っておらず、運転資金として必要な場合には銀行等金
融機関から短期的な借入れを行います。
　受取手形・電子記録債権および売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規
程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は全て株式であり、
上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。デリバティブ取
引は買掛金の為替変動リスクを回避する目的で利用し、その他の目的では利用し
ておりません。
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⒉　金融商品の時価等に関する事項
　2019年６月30日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価お
よびこれらの差額については次の通りであります。なお、時価を把握することが
極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。

（単位：千円）

貸借対照表
計上額 時価 差額

⑴　　現金及び預金 8,460,069 8,460,069 ―
⑵　　受取手形 650,282 650,282 ―
⑶　　電子記録債権 1,594,922 1,594,922 ―
⑷　　売掛金 6,517,252 6,517,252 ―
⑸　　投資有価証券

その他有価証券 2,574,584 2,574,584 ―
資　産　計 19,797,112 19,797,112 ―

⑴　　電子記録債務 3,716,007 3,716,007 ―
⑵　　買掛金 4,830,844 4,830,844 ―
⑶　　未払金 391,492 391,492 ―
⑷　　未払法人税等 514,804 514,804 ―

負　債　計 9,453,148 9,453,148 ―
　　デリバティブ取引 ― ― ―

(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券およびデリバティブ取引に関
する事項

資産
⑴現金及び預金、⑵受取手形、⑶電子記録債権、⑷売掛金

　これらは１年以内に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額によっております。
⑸投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

負債
⑴電子記録債務、⑵買掛金、⑶未払金、⑷未払法人税等

　これらは１年以内に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額によっております。
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デリバティブ取引
　振当処理の要件を満たしている為替予約は、ヘッジ対象とされている買掛金
と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記
載しております。

　(注２)
　非上場株式(貸借対照表計上額1,136千円)は、市場価格がなく、かつ将来キ
ャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「⑸投資有価証券　その他有価証券」には含めておりま
せん。

持分法損益等の注記
　該当事項はありません。

関連当事者との取引の注記
　法人主要株主の関連会社等

属性 会社等の名称 住所 資本金または
出資金(千円)

事業の内容
または職業

議決権等の
所 有 (被 所
有)割合(％)

関係内容
取引の
内容

取引金額
(千円) 科目 期末残高

(千円)役員の
兼任等

事業上の
関係

法人
主要
株主
が議
決権
の過
半数
を所
有し
てい
る会
社

横河ソリュ
ーションサ
ービス㈱

東京都
武蔵野市 3,000,000

制御機器・
計測機器の
販売

－ －
代理店契
約に基づ
く商品仕
入等

商品の
仕入 5,822,713 買掛金 2,839,943

横河計測㈱ 東京都
武蔵野市 90,000 計測機器の

販売 － －
代理店契
約に基づ
く商品仕
入等

商品の
仕入 915,578 買掛金 316,689

　(注１）取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。

　(注２）取引条件および取引条件の決定方針等
商品の仕入価格については、当社と横河ソリューションサービス㈱間およ
び当社と横河計測㈱間で締結しております代理店契約に基づき決定してお
ります。
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１株当たり情報の注記
⒈　１株当たり純資産額 3,204円33銭
⒉　１株当たり当期純利益 528円57銭
(注)　１株当たり当期純利益の算定上の基礎

当期純利益 1,778,390千円
普通株主に帰属しない金額 ―
普通株式に係る当期純利益 1,778,390千円
普通株式の期中平均株式数 3,364,560株

退職給付関係の注記
⒈　採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の退職一時金制度と確定拠出年金制度を採用しております。
　退職一時金制度は非積立型制度ですが、退職給付信託を設定した結果、積立型
制度となっております。
　なお、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

⒉　確定給付制度
　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 827,376千円
　勤務費用 52,716千円
　利息費用 6,619千円
　数理計算上の差異の発生額 △10,860千円
　退職給付の支払額 △32,470千円
退職給付債務の期末残高 843,380千円

　(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 ―千円
　数理計算上の差異の発生額 △14千円
　事業主からの拠出額 800,000千円
年金資産の期末残高 799,985千円
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　(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された
　　 退職給付引当金の調整表

積立型制度の債務 843,380千円
年金資産 △799,985千円
未認識数理計算上の差異 △5,508千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 37,886千円

退職給付引当金 37,886千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 37,886千円

　(4)退職給付費用およびその内訳項目の金額
勤務費用 52,716千円
利息費用 6,619千円
数理計算上の差異の費用処理額 2,052千円
退職給付費用 61,388千円

　(5)年金資産の主な内訳
円貨短期資金 100％

　　(注)年金資産は、退職一時金制度に対して設定した退職給付信託であります。

　(6)退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
　退職給付見込額の期間配分方法 給付算定式基準
　割引率 0.8％
　数理計算上の差異の処理年数 10年（定額法）

⒊　確定拠出年金制度
　当社の当事業年度における確定拠出年金制度への要拠出額は、63,786千円であ
ります。

重要な後発事象の注記
　該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年８月５日

西川計測株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 江 口 泰 志 ㊞

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 寺　岡　久仁子 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、西川計測株式会社の2018年７
月１日から2019年６月30日までの第84期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び
その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書
類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、
監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書
類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査
の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上

－ 26 －

会計監査人の監査報告書
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監査等委員会の監査報告
監査報告書

　当監査等委員会は、2018年７月１日から2019年６月30日までの第84期事業年度における
取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告い
たします。
⒈　監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締
役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

⑴　監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から
その職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類
等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。

⑵　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討
いたしました。
⒉　監査の結果

⑴　事業報告等の監査結果
一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

ると認めます。
二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません。
三　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行に
ついても、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人　EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及びその結果は相当であると
認めます。

2019年８月５日
西川計測株式会社　監査等委員会

監査等委員 石 川 博 史 ㊞
監査等委員 野 田 謙 二 ㊞
監査等委員 宇佐美　　　豊 ㊞

（注）監査等委員　野田　謙二及び宇佐美　豊は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に
　　規定する社外取締役であります。

以　上

以　上

－ 27 －

監査等委員会の監査報告書
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株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案　剰余金の配当の件

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要施策のひとつと位置付
けており、当社の企業価値の向上を図りつつ、経済情勢、業界動向、今後の
事業展開を総合的に判断し、年間の配当性向30％を目途に配当水準の確保に
努めております。また、一時的な要因で業績が悪化した場合においても、株
主資本配当率を踏まえた安定的な配当の維持を基本方針としております。
　当期の期末配当金につきましては、当社基本方針に基づき、当期の業績お
よび財務状況を踏まえ、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
（１）配当財産の種類

　金銭といたします。
（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　当社普通株式１株につき　150円　　総額　504,679,950円
（３）剰余金の配当が効力を生じる日

　2019年９月30日

－ 28 －

剰余金処分議案
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じで
す。）全員（６名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま
す。つきましては、取締役６名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候 補 者
番　　号

氏 名
（生　年　月　日） 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況

所 有 す る
当  社  の
株 式 の 数

１
に し

西　
か わ

川　　
 

　
とおる

徹
(1950年２月14日生)

1975年 ４月 当社入社

240,800株

1989年 ７月 営業企画部長
1991年 ９月 取締役
1993年 ７月 取締役副社長
1995年 ９月 代表取締役社長
2013年 ７月 代表取締役会長（現任）

２
た

田　
な か

中　
か つ

勝　
ひ こ

彦
(1955年３月14日生)

1977年 ４月 当社入社

25,500株

2000年 ９月 執行役員エンジニアリング本部副本
部長

2004年 ９月 取締役エンジニアリング統括本部長
2010年 ９月 常務取締役エンジニアリング統括本

部長兼エネルギー営業本部長
2011年 ９月 専務取締役エンジニアリング統括本

部長
2013年 ７月 代表取締役社長（現任）

３
す な

砂　
こ

子　　　
つかさ

司
(1956年10月22日生)

1979年 ４月 当社入社

11,700株

2000年 ９月 執行役員公共営業本部長
2010年 ９月 取締役公共営業本部長
2017年 ７月 取締役営業統括本部長兼営業統括本

部室長
2017年 9 月 常務取締役営業統括本部長兼営業統

括本部室長
2018年 7 月 常務取締役営業統括本部長（現任）

－ 29 －

取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案
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候 補 者
番　　号

氏 名
（生　年　月　日） 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況

所 有 す る
当  社  の
株 式 の 数

４
こ

小　
ばやし

林　
と し

俊　
や

弥
(1954年10月12日生)

1978年 4 月 当社入社

10,300株
2001年 7 月 総務部長
2005年 7 月 経営企画部長
2017年 7 月 執行役員コーポレート本部長
2017年 9 月 取締役コーポレート本部長（現任）

５
や

八　
ぎ

木　
た か

孝　
の り

憲
(1956年９月27日生)

2012年 2 月 当社入社

3,000株

2014年 ７月 執行役員首都圏営業本部長
2017年 9 月 取締役営業統括本部副本部長兼首都

圏営業本部長
2018
2019

年
年

7
7

月
月

取締役営業統括本部副本部長
取締役営業統括本部副本部長兼首都
圏営業本部長（現任）

６
す

須　
だ

田　　　
まこと

真
(1963年５月４日生)

1987年 ４月 当社入社

5,100株

2012年 ７月 執行役員公共営業本部長
2018

2018

2019

年

年

年

7

9

7

月

月

月

常務執行役員公共営業本部長兼営業
統括本部室長
取締役公共営業本部長兼営業統括本
部室長
取締役公共営業本部長兼営業統括本
部室長兼サービス本部長（現任）

（注）各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 30 －

取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案
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第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役全員（３名）は、本定時株主総会終結の時をもっ
て任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任
をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候 補 者
番　　号

氏 名
（生　年　月　日） 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況

所 有 す る
当  社  の
株 式 の 数

１
い し

石　
か わ

川　
ひ ろ

博　
し

史
(1954年６月26日生)

1977年 ４月 当社入社

3,500株
2001年 ７月 人事企画部長
2014年 ９月 監査役
2015年 ９月 取締役（常勤監査等委員）（現任）

２
の

野　
だ

田　
け ん

謙　
じ

二
(1956年７月13日生)

1990年 ４月 弁護士登録

0株
1995年 ４月 野田純生法律事務所（現野田総合法

律事務所）入所
2006年 ９月 当社社外監査役
2015年 ９月 社外取締役（監査等委員）（現任）

３
 ※

く ま

熊　
ざ わ

澤　
け ん

賢　
い ち

一
(1970年８月29日生)

1998年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限
責任監査法人）入所

0株
2002年11月 公認会計士登録
2009年 ７月 税理士登録

（注）１．※印は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。
　　　２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　　　３．野田謙二氏および熊澤賢一氏は、社外取締役候補者であります。
　　　４．野田謙二氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与した経

験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、幅広い知識と見識を
有していることから、当社の社外取締役にふさわしいと判断し、選任をお
願いするものであります。

　　　５．熊澤賢一氏は、公認会計士および税理士として企業会計に精通し、豊富な
経験と見識を有していることから、当社の社外取締役にふさわしいと判断
し、選任をお願いするものであります。

　　　６．当社は、野田謙二氏と、会社法第４２７条第１項および当社定款の規定に
基づき、同法第４２３条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を
締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定
める額を限度額として責任を負担するものとしており、同氏の再任が承認
された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。

－ 31 －

監査等委員である取締役選任議案
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　　　　　また、熊澤賢一氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締
結する予定であります。

 

　　　７．野田謙二氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、
同氏の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって４年となります。な
お、同氏は、過去に当社の業務執行者でない役員（社外監査役）であった
ことがあります。

　　　８．当社は、野田謙二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合、引き続
き独立役員とする予定であります。なお、野田謙二氏は当社との間で顧問
弁護士契約を締結している野田総合法律事務所のパートナー弁護士にあた
りますが、当社が直前事業年度に同事務所に支払った報酬額は僅少であり、
同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

　　　　　また、熊澤賢一氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役
員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員と
して指定する予定であります。

－ 32 －

監査等委員である取締役選任議案
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第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
　　　　　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

あらかじめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであ
ります。

　　　　　なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　　　　　補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生　年　月　日） 略歴および重要な兼職の状況

所 有 す る
当  社  の
株 式 の 数

た め

爲　
ち か

近　
さ ち

幸
 

　
え

恵
(1980年７月12日生)

2005年10月 弁護士登録
石嵜信憲法律事務所（現石嵜・山中総合
法律事務所）入所

0株
2007年 ６月 能代ひまわり基金法律事務所入所
2009年 ６月 石嵜・山中総合法律事務所入所
2017年 １月 高井＆パートナーズ法律事務所入所

（注）１.　候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２.　爲近幸恵氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
３.　爲近幸恵氏は、会社の経営に関与した経験を有しておりませんが、弁護士として企業法務

に精通し、幅広い知識と見識を有していることから、当社の社外取締役にふさわしいと判
断し、選任をお願いするものであります。

４.　当社は、爲近幸恵氏が監査等委員である取締役に就任した場合、会社法第427条第１項お
よび当社定款の規定に基づき、爲近幸恵氏との間で、法令が定める額を限度として損害賠
償責任を限定する契約を締結する予定であります。

以　上

－ 33 －

補欠監査等委員である取締役選任議案
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メ　　モ
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株主総会会場ご案内図

会場　東京都渋谷区代々木三丁目25番３号
あいおいニッセイ同和損保新宿ビル　地下１階ホール

電話　03-5371-5436

新宿NSビル

京王プラザホテル

新宿モノリス

KDDIビル

ヤマダ電機

南口

甲州
街道口

新宿駅南口局

東京海上日動

国道
20号
（甲
州街
道）

西新宿２

西新宿１

新和ビル
西新宿

出口
６

新宿文化クイントビル

文化学園大学

京王プレッソイン新宿

新宿ワシントンホテル新館

代々木三丁目アパート

あいおいニッセイ同和損保新宿ビル

新宿
パーク
タワー 西新宿３

新
宿
駅

西
口

至 

代
々
木

交通のご案内
●JR新宿駅 　南口または甲州街道口より徒歩13分
●都営新宿線（京王新線）新宿駅　新都心口　出口６より徒歩８分

○駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は、ご遠
慮くださいますようお願い申しあげます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

地図




